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まえがき 

この規格は，産業標準化法に基づき，日本産業標準調査会の審議を経て，経済産業大臣が改正した日本

産業規格である。これによって，JIS C 1400-0:2005 は改正され，この規格に置き換えられた。 

この規格は，著作権法で保護対象となっている著作物である。 

この規格の一部が，特許権，出願公開後の特許出願又は実用新案権に抵触する可能性があることに注意

を喚起する。経済産業大臣及び日本産業標準調査会は，このような特許権，出願公開後の特許出願及び実

用新案権に関わる確認について，責任はもたない。 

JIS C 1400 規格群（風力発電システム）は，次に示す部で構成する。ただし，JIS C 1400-3，JIS C 

1400-12-1 及び JIS C 1400-22 の規格名称の前置き要素は，“風力発電システム”ではなく“風車”であ

る。 

JIS C 1400-0 第 0 部：風力発電用語 

JIS C 1400-1 第 1 部：設計要件 

JIS C 1400-2 第 2 部：小形風車 

JIS C 1400-3 第 3 部：洋上風車の設計要件 

JIS C 1400-11 第 11 部：騒音測定方法 

JIS C 1400-12-1 第 12-1 部：発電用風車の性能試験方法 

JIS C 1400-21 第 21 部：系統連系風車の電力品質特性の測定及び評価 

JIS C 1400-22 第 22 部：風車の適合性試験及び認証 

JIS C 1400-24 第 24 部：雷保護 
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風力発電システム－第 0 部：風力発電用語 

Wind energy generation systems- 

Part 0: Glossary of terms for wind energy generation systems 

 

1 適用範囲 

この規格は，風力発電システムに用いる，技術，システム，要素及び評価に関わる用語について規定す

る。 

2 引用規格 

この規格には，引用規格はない。 

3 用語及び定義 

用語及び定義は，次による。 

なお，参考のために対応英語を示す。 

番号 用語 定義 対応英語（参考） 

0001 地震荷重 基準地震が風力発電装置に与える荷重 seismic load 

0002 転倒モーメント 

代替用語：ティルテ

ィングモーメント 

タワー及び基礎に作用する曲げモーメント tilting moment， 

over turning moment 

0003 アンカー ＜着床式洋上風車＞タワーからの荷重を基礎に伝える構造体 anchor 

0004 アンカー ＜浮体式洋上風車＞タワー及び浮体構造の荷重を係留索を通

して海底に伝える構造体 

注釈 1 ドラッグ式，重力式，くい（杭）式，サクションパ

イル式などがある。 

anchor 

0005 アンカーボルト 構造部材，設備機器などを固定するために，コンクリートに

埋め込んで使用するボルト 

anchor bolt 

0006 アンカープレート アンカーボルトの引抜き抵抗を大きくするために用いる鋼板 

注釈 1 コンクリート中にあるアンカーの一部で水平にひ

ろ（拡）がりのある板状の鋼材をいう。 

注釈 2 重力式基礎において，アンカーボルトを定着させ

るために使用する。 

anchor plate 

0007 アンカーリング アンカー材に用いるタワー筒身と同径の円筒形の鋼材 embedded ring 


